
令和２年７月豪雨により被災された志願者に対する特別措置について 
 

九州大谷短期大学   
 
趣旨 
 令和２年７月豪雨による被災者が、経済的な理由によって進学を断念することがないよう、そ

の負担を軽減し進学の機会を確保するため、２０２１（令和３）年度入学試験の入学検定料及び

入学金の免除の特別措置を実施します。 
 
１．特別措置 

(1)対象となる入学試験 
   ２０２０（令和２）年度に本学が実施する２０２１（令和３）年度入学試験 

(2)措置内容 
   入学検定料及び入学金の全額免除 

 (3)対象者 
   令和２年７月豪雨により被災した本学への志願者で、入学志願票記載の住所が災害救助法

適用地域（法適用日：令和２年７月４日～６日）の方。入学志願票の住所が災害救助法適

用地域外の場合は、罹災証明書等を提出の方。 
 (4)対象となる被災地域 
  【福岡県】 
   大牟田市・八女市・みやま市・久留米市 
  【熊本県】 
   八代市、人吉市、水俣市、上天草市、天草市、葦北郡芦北町、葦北郡津奈木町、 

球磨郡錦町、球磨郡多良木町、球磨郡湯前町、球磨郡水上村、球磨郡相良村、 
球磨郡五木村、球磨郡山江村、球磨郡球磨村、球磨郡あさぎり町  
荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、玉名郡玉東町、玉名郡南関町、玉名郡長洲町 
玉名郡和水町、阿蘇郡南小国町、阿蘇郡小国町 

【大分県】 
日田市、由布市、玖珠郡九重町、玖珠郡玖珠町 

  【鹿児島県】 
   阿久根市、出水市、伊佐市、出水郡長島町、鹿屋市、曽於市、志布志市 
 
２．申請方法 
   所定の申請書類を出願書類とともにご提出ください。 

※申請書類は大学ホームページよりダウンロード、またはご連絡により郵送いたします。 
     
３．申請書類 
  (1)｢入学検定料免除申請書｣ ※入学金免除の申請書は合格後にお渡しいたします。 
  (2)｢罹災証明書｣等の被災した状況がわかるもの（入学志願票の住所が上記１の(4)外の方） 
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